
撫
恐
蘭

曲叢

武

士

成

立

の
経

済

的
要

素

・
:

・
…

文
學
博
士

綜

合

奢

侈

税

の
批

評

・
・
・
・
・
・
・
…

注
學
博
士

凋

立

海
運

業
者

の
排

他

的

手

段

・
・
…

法

學

士

文
化

的
認
識

と
歴

史
的
認
識

・
:

・
:

注

學

士

時

輪
柵

地

租

委
譲

と
吸

入

の
鉄

階

・
…

:

、
渋
墨
博
士

農

村

問

題

と
真

野

策

:

:

:

:

:

渋
墨
博
士

一説

苑

・
畳

岐

國

に
於

け

る
地
割

制

度

・
・
・
…

濃

墨

士

歴

史

派

経

済
學

獲

達

の
径

路

・
・
:

・
・
鞍

學

士

皿雑

録

皿

氏

族

制

度

雑

考

・
…

.
・
…

.
・
・
法

華

士

報

酬

逓

減
法

則

の
適
用

範

團

・
・
・
…

注

學

士

照
慮

計

算

の

一
方

法

:

:

…

:

・
輕
濟
學
上

値 小)耐 三

藤 亀 戸 滞
日

太 正 周
恭 郎 雄 行

河

田

嗣

郎

小
川

郷
太

郎

奥

田

或

山

口
正

太

郎

本

庄

榮
治

郎

山

口

正

太

郎

蜷

川

虎

三

、



覧

鮮

.

為

、
」

葺死

花

.'晶-

壼
岐
國

に
於

ぴ
ろ
地
割
制
度

(
こ

奥

目

次

緒

言

猛
構

地
割

ご
領
主
ご
の
關
係
.

施
行
の
範
幽
ご
割
替
の
属
域

土
地

の
分
配

に
興

ろ
者

土
地
分
配
の
標
準

地
割
役
昌
祭
以
上
、
本
號
所
載
、
以
下
…刷
出
)

地
割

ε
村
落
制

ピ
の
關
係

嶺
生
及
疲
減

給
言

緒

口

凪

或

割
替

の
年
限
及
時
季

割
替

の
土
地

土

土
地
割
嘗
の
順
序

配
當
地

の
虜
分

「

・

り

壼
岐
國
に
於
け

ろ
地
割
制
度

に
聞

し
て
に
、
丙
田
博
士
は

コ
中
古
の
班
田
牧
授
.ぐ」
田
地
割
替

の
制
度
」
に
於
て
有
益
な

ろ
研
究
為
登
表

ぜ
ら
れ
た

り
。
余
ば
大
正
十
年
同
博
士

の
遺
稿
集
た
る
日
本
纒
濟
史
研
究

に
於

て
右
論
文
な

【
無
し
、
同
制

度
が
本
州
内
地
の
制
度

己
甚
だ
趣

奄
異
に
ぜ
ろ
を

知
り
、
颪
に
」
段

の
研
究
た
な
す
の
必
要
あ

ろ
々
感
じ
た
り
。
偶

々
.常
時
北
海

磁
帝
国
大
墨
一膝
學
買
科
三
年
生
た
り
し
山
遽
滞
潜
に
福
岡

懸
り
人
に

し
て
畳
岐
島
の
質
地
踏
査
ド
は
頗

る
憾
あ
り
し

な
以
て
「
余
ミ
協
力

し
て
有
制
度
か
研
究
ぜ
ん
事
た
委
戯
し
た
り
、
同
君
は
大
正
十
年
の
夏
期
休
暇

庵
利
用
し
、
.壼
岐

匹
渡
叫
て
蓉
家
な
訪
れ

て
關
係
書
類
な
蒐
集
し
-
故
老

に
就
き
て
葱
事
な
質
」

夏

季

旦
に
航
し
て
郡
衙
及
松
浦
家

為
訪
問
し

　

古
書
々
渉
猟
し
て
大

に
得

る
所
め
り
。
同
年
末
余
は
九
州

に
族
行
ず

ろ
の
槻
會

な
得

し
か
ば
、
+

一
年

一
月
萱
岐

に
渡
り
て
貴
地
踏
査
な
な
マ
ε
共

に
乎
戸
政
乗
京
の
松
浦
伯
爵
邸
に
っ
き
て
關
係
書
類
な
渉
.顕
し
て
、
同
君
の
研
究
の
欠
切旧
な
補
ひ
た
る
も
、
未
だ
右
両
度
の
研
究

に
よ
り
て
完
成
す

醗

苑

萱
戯
画
仁
於
け

乃
地
割
制
度

(
ご

第
+
七
巻

(第
二
號

一
〇
九
)

二
六

一

1)日 本纒澗史之研 究上巻二二入一二三八頁

、

.



、

'

説

苑

壼
岐
國

に
於
げ

る
地
割
制
度
(
一
)

第
+
七
巻

(第

二
號

一
一
〇
)

二
六
二

ろ
怨
得

ぎ
り
し
か
ば
、
十

一
年
三
月
同
君
が
業
為
卒

へ
て
蹄
國

の
途

に
就
く

に
あ
た
り
、
將
來
更

に

一
段

の
研
究
な

つ
ん
で
大
成
ぜ
ん
事

な
約
し
た

り
。
然

ろ
に
同
君
に
同
年

八
月
渡
米
し

-
余
も
亦
同
年

十

一
月
在
外
研
究
の
官
命
に
接
し
た

る
た
以
て
、
之
が
研
究
大
成
に
止
む
な
く
蹄
朝
後
に
誤

ら
ぎ
み
べ
か
ら
ざ
る
に
至
れ
り
Q
然

る
に
客
冬
十
「
月
上
京
幅
田
徳

三
博

士
訪
問
の
節
・
談
た
ま
く

壼
波
及
宇
和
島
の
地
割
制
度
に
及
び
し
に
、

博
士
は
留
學
前
に
纏
め
未
定
稿
ε
し
て
駿
表
す
れ
ば
何
人
か
其
事
業
た
繊
承
し
て
之
が
研
先

々
大

成
す

ろ
事
あ

る
べ
し
こ
い
に
れ

-
其
後
も
瞑

々
其

脱
稿
為
促
が
さ
れ
れ
り
、
初
め
余
は
其
研
究

の
未
熟

匡
し
て
到
底
世

に
問

ふ
べ
音
偵
値
な
き
為
以
て
之
が
臓
表
層
疇
躇
し
た
り
し
も
.
博

士
の
熱
心

に
感
激
t
自
ら

一
文
心
草

ず
ろ
琳

ぐ」
し
.
之
が
校
閲
ミ
嶺
表

ご
に
關
し
て
は
常
に
懇
篤
な

る
指
導
潜
賜
れ
ろ
三
浦
周
行
藩
士
に

一
任
し

て
留
學
の
途

に
就
く

こ
ご
、
ぜ
り
。
斯

く
の
如
き
繹
通
な
以

て
生
れ
た

ろ
此
論
文
序
し
て
、
多
少
な
り

ピ
し
學
界
に
裨

益
す

ろ
事
あ
囚
.ε
ぜ
ば

、
そ
ば
最
初
其
.研

究
の
衝

に
あ
た
れ
る
山
邊
蓉
ご
種

々
高

配
な
賜
り
た
る
三
浦
及
一㎜
田
両
博
士
の
賜
に
し

て
「
余
に
只
筆

役
の
労

に
服
し
た
り
と
云
ふ
べ
き
の
み
。

第

一

名

禰

、

マ
ウ
リ
サ
ク

萱
岐
國
に
於
て
は
古
家
通
常
地
割
を
胆
に
割
ε
云
ひ
、
叉
地
方
に
よ
り
て
は
廻
作
(本
宮
及
.可
須
地
方
に
於
て
)

或
は
十
年
割
(
石
田
地

方
に
於
て
)
ε
も
柵
し
た
り
。
按
ず

る
に
廻
作
な
る
語
は

一
定
の
土
地
を
村
民
が
屡
次
に
耕

作
す
る
の
意
な
る

べ
く
、
叉
十
年
割
な

る
語
は
十
年
毎
に
土
地
を
割
替
ふ
る
の
意
な
る
べ
し
、
叉
古
書
類

の
中
に

は
割
の
上
に
田
畑
叉
は
山
な
る
文
字
を
附
し
て
田
割
畑
割
叉
は
山
割
ざ
記
さ
る
、
を
見

る
。

第

二

地
割
と
領
主
と
の
關
係

.
江
戸
時
代

に
於
て
本
州
所

々
に
存
在
し
た
る
地
割
は
、
多
く
は
村
落
内

の
慣
行
た
b
し
に
止
ま
り
、
領
主
が
其

制
替
の
坊
怯

に
間

し
法
令
を
以
て
規
促
せ
る
る
の
な
慧
が
如

し
。
然

る
仁
萱
岐
掴

に
於
て
は
内
周
博
士
が
慨

に
指



覧

捲

ぜ
ら

れ
し
が
如

く
慰

割
は
軍

に
村
落
内

の
慣
行

た
る
に
止
ま
ら
す

し

て
、
少
く

`
も
徳
川
時
代

に
於
て
ば
同
風

の
領

主
淀
り

し
松

浦
家

の
公

認

せ
る
制

度

に
七

て
、
領
主

は
頗

る
詳
密

な

る
規
定

を
獲

し
懇
篤

な
る
訓
令

を
出

し

或

は
割
替
.に
際

し
監
督

官
を
派
遣

し
、
以

て
完

全

に
履
行

せ
ら

れ

ん
事
を
期

せ
り
。

現

今
法
規

の
残

存

せ
る
も
の
尠
し

ご
錐

も
、
永
元

柳
季
寓
「
萱

岐
國
.田
畑

割
御
定

法
書
」
に
依

る
も
、
既

に
享
保
以

前

に
於

て
領
主

の
顕

し
た
る
細
則
む

る
を
見
る

、

享
保
八
年

〔日
紀
≡
二
八
三
$

卯

二
月
獲

し
た
る
御

定
法
書

に
も
、

亦
前
者
を
補

足

し
て
、
領

る
詳
細

に
田
畑
割
替

の

方
法
を
規
定

し
た
り
、

こ
れ
松

浦
篤
信

の
施
設

に
係

る
も
の
な

り
、
降

て
〔年
代
不
詳
)十

二
月

の
日
付

に
て
郡
方

の
名
を
以

て
田
畑

割
定

法
書

の
獲
布
あ
り

て
、

更

に
前
者

の
改
定

を
見

把
り
、
其
後

に
於
け

る
規
定
は

現
存

せ
ざ

る
を
以

て
、
果

し

て
更

め
て
法
規

の
獲

布

せ
ら

れ
た

る
や
否
や
不

.

明
な

る
も

、

寛
.政
十

年

(ロ
紀
二
四
五
八
年
松
浦
清
の
治
世
天

保
十

年

(臼
紀
二
四
九
九
年
松
浦
熈
の
治
世
)及
弘
化
四
年
.
(日
紀
二
五

=

年
松
松
浦
曜
の
治
世
)

に
於

て
は
、
軍

に

】
片

の
仰
出

め
り
て
、
割
替

に
聞
し
て
注
意
を
.な
す

に
止

ま
り
し

に
よ

っ
て
見
れ
ば
、
.其

後
規

定

の
獲

布
は

な

か
り

し
が
如

し
。

右
御
定

法
及
仰
山

に
於
て
は

、
.軍

に
割
替

の
方

法

に

つ
き
て
指

示

し
た

る
の
み
な
ら

す

、
必
ず
公

牛

に
地

割
を

行

ふ

㎡、
き
事
を
訓

示

し
た
り
。

又
「
壼
岐

國
在

方
定
格
」
に

「
田
畑
割
之
義
に
、
先
年
被
相
定
候
撹
「
郷
中
打
寄
-
田
畑
上
中
下
た
見
定
、
一封
宛
之
伶
所
不
同
無
之
標
敷
畳
、
鯛
入
な
以
、
作
八
相
極
可
甲
候

右
割
方
に
就
き
、
贔
負
之
計
於
有
之
者
、
代
官
庄
屋
小
役
人
に
至
る
迄
、
屹
度
越
炭
に
可
申
付
侠
條
.
田
畑
・割
立
會
之
小
役
之
者
共
、
何
れ
も
誓
詞

致
さ
ゼ
¶
代
官
見
屑
可
申
事
、」

ξ
云
ひ

て
阿
標

の
注
意

を
與

へ
尭
レ
。

説

苑

萱
岐
國
に
於
け
る
地
割
制
度
(
こ

第
十
七
巻

(第
二
號

一
一
.一)

二
六
三

1)内 因銀藏著 日本経済 史の研究上巻二二九一二三一頁参照



へ

叩

誠

苑

畳
岐
國
に
於
げ
る
地
割
制
度
(
一)

第
十
七
巻

(第
二
號

一
=
一)

二
六
四

本
制
度

の
起

因
は
暫
く
措

い
て
問
は
す

、
何
故

に
松
浦
氏

は
本

制

度
の
必

要
を
認

め
て
之
を
永
く
維
持

し
た

る

や

ε
い
ふ
に
等
勿
論
松
浦
氏

も

一
定

の
土
地

に
封

ず

る
作
人
を
確

定
し
て
永
代

に
其
者

を
し

て
土
地
を

利
用

せ
し

む
礼
ぱ

、
作
人

の
利
己
心
を

利
用

し
て
農
業
経

管
上
有

利
な

る
を
認

め
し
も
、
土
地

を
音
戸
年
等

に
分
配

し
て
耽

會
政
策
を
實
行

ず

る
の

一
層

有
利
な

る
を
認

め
居

り

し
が
爲

な
る
こ

ε
は
寛

政
七
年

の
都
方

仕
世
帳

に

「田
畑
之
儀
者
、
惣
而
作
人
々
極
、
永
代
不
漿
様
に
致
候
へ
ば
-
紛
敷
儀
も
無
之
、
手
入
筆
致
候
義
も
心
懸
能
作
人
難
行
層
土
地
も
、
次
第
に
宜
敷

相
成
道
理
に
候
へ
共
、
所
に
依
り
、
村
に
依
り
候
而
ぱ
、
平
等
に
不
相
我
、
叉
に
子
供
鍛
多
有
之
、
竈
・葎
分
け
候
餓
、
叉
に
無
跡
者
等
有
之
田
畑
割

付
配
當
.致
使
節
之
差
障
に
も
可
相
成
に
就
き
、
右
様
之
所
は
「
三
年
に
一
度
、
五
年
に
一度
宛
一
兎
限
「
代
官
庄
屋
枕
頭
其
外
所
々
老
人
作
幼
者
の

も
の
寄
合
僉
議
の
上
「
.平
等
に
割
直
し
「
振
圏
々
以
て
作
付
相
極
、
少
し
も
依
佑
贔
負
不
仕
様
可
申
付
事
、」

ε
あ
b

、
叉

田
畑
制
御
定

法
書
爲
中

仰
出

の

一
節

に

「
田
畑
割
之
儀
は

、
諸
作
人

一
統
難
儀

の
も
の
無

之
様
相

是

彼

置
御

作
法

に
候
云

々
」

ε
あ
る

に
よ
り

て
明

か
な

り
。

第

三

施
行
の
範
園
と
割
替
の
嘔
域

普
通
本
州
に
施
行

せ
ら
れ
た
る
地
割
は
、

一
村
叉
は

一
部
蕗
に
限
り
て
行
は
れ
し
も
の
に
て
.
一
団
を
通
じ
て

行
は
れ
だ
る
が
如
き
こ
、ε
殆
ん
ε
な
し
、
然
る
に
壼
岐
國
に
於
て
は
永
元
柳
牛
氏
篇
田
畑
制
御
定
法
書
に
載
す
る
.

天
保
十
寅
年
の
令
に
「
壼
岐
國
之
儀
は

一
統

田
畑
割
之
御
作
法
に
有
之
」
ε
あ
る
が
如
く
、
全
島
を
逼
じ
て
施
行
せ

ら
れ
た
り
、
甚
大
に
注
目
を
要
す

る
黙
な
b
。
撚

れ
共
地
割
ぱ
壷
岐
園
生
罷
を

一
匠
域
ε
し
て
行
は
れ
た
る
も

の

陽

与

し
て
、
濤

蓬

設

之
を
雇

督

し
、
寿

蓬

殺

土
地
の
輩

に
よ
り
て
之
姦

唇

分
ち



帆

各

々
を

一
の
猫

立
せ
る
割
替
匠

域

ε
し
た
り
、
例

へ
ば
箱
崎

村
の
如

き
は
、
本
村

、
國

の
王

,
谷
江

、
江
角
、
諸

ユ

　

津
、
大
左
右
、
中
山
の
七
燭
(燭
ε
は
現
今

の
所
謂
大
字
に
相
賞
す
)各
別
箇
に
又
物
部
村

は

田

中
、
柳
田
、
本

ラ

村
、
木
田
の
四
燭
各
別
簡

P
香
椎
村
に
て
は
西
戸
、
中
、東
の
三
鰯
は

　
匠
域
大
久
保
及
坂
本
の
二
鰯
は

一
歴
域
ε

め

う

し
加
宮
村
に
て
は
二
村
全
艦
を

一
匠
域

ご
じ
て
行
は
れ
た
り
、
叉
武
生
水
村

に
て
は
水
田
は
村
を

一
歴
域
ご
し
、

畑
ぱ
各
燭
を

一
匠
域
ε
し
て
施
行
せ
ら
れ
た
り
、
蓋

し
同
村
は
鰯

に
よ
り
て
は
水
田
極
め
て
稀
少
な
り
し
か
ば
、

畑
の
如

く
沓
燭
を
地
割
施
行
の
塵
域
ε
す
る
時
は
各
戸
に
配
當
せ
ら

る

、
水
田
の
面
積
零
細
ε
な
り
、
到
底
同
部

落
民
の
需
要
を
充
す

に
足
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

右
匝
域
は
永
年
の
問
嚴
守
せ
ら
れ
、
地
割
に
關
し
て
は
決
し
て
他
の
匠
域

ε
何
等
の
交
渉
な
く
、
叉
囁
域
内

の

土
地
を
他
匠
域
に
譲
渡
す

る
が
如
き
事
も
繕
封

に
な
か
り
し
か
ば
、
地
方

に
よ
b
て
は
、
其
腐
域
に
よ
り
て
人
情

風
俗
を
異

に
・し
、
現
今
に
於
て
も
猶
容
易
に
和
せ
ざ

る
所
あ
り
ε
云
ふ
。

第

四

…割
替
の
年
限
及
時
季

割
替

の
年
限
ば
村
民
協
議
の
結
果
便
宜

に
從
ひ
自
由
に
決
定
せ
し
も
の
な
れ
ば
、
部
落

に
よ
b
て

】
宣
せ
ざ
り

し
も
、
十
年

に

　
回
な
る
を
普
通
ε
せ
し
が
如
し
、
然
れ
共
部
落

に
よ
り
て
は
永
年
割
替
を
行
は
ざ
り
し
に
や
、
田

畑
割
御
.定
法
書
篇
に
載
す

る
弘
化
四
年
十
二
月
の
御
出
に
「
村

に
寄
候
而
は
敷
十
年
相
滞
候
場
所
も
有
之
趣
云
々
」

ε
ゐ
b
、
而
し
て
地
割
が
永
年
施
行
せ
ら
れ
ざ
り
し
は
同
僚
後
段

に

「
御
宛
行
被
下
候
面
々
は
有
之
間
敷
事
に
君

侯
得
共
、心
得
違
致
、
百
姓
よ
り
は
却
而
割
方
飴
計
請
取
、
其
上
割
直

し
之
節
、
彼
是
申
立
、
割
方
延
引
致
候
艦
之
儀

哉
.
苑

畳
肢
國
に
於
σ
ろ
地
割
制
度
(
こ

、

第
+
七
巻

(第
二
號

一
「
三
)

二
六
五

1)

2)

畳)

6)

詳細 に内田銀臓著 日本経済 史之 研究上巻六九三一六九四頁蓼照
古川純太 郎氏談3)松 本常石麿民設
吉永榮 十鄭氏談5)下 條美助氏談

7)日高 貞弐郡民議 永元喜 十郎氏談
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、

読

苑

壼
岐
國
に
於
け
る
地
割
制
度
(
一
)

第
十
七
巻

(第
二
號

」
】四
)

二
六
六

茂
有
之
候
而
者
、
相
懸
御
宛
行
被
下
候
詮
茂
無
之
候
問
、
於
村
中
、着
艦
之
看
破
有
之
候
得
者
、
夫

〃
可
申
諭
候
」

ざ
あ
る
が
如
く
、
有
利
な
る
條
件

の
下

に
土
地

の
分
配
を
受
け
た
る
者
が
割
替

の
期
限
来
る
も
種

々
な
る
口
實
を

.

設

け
て
割
替

の
施
行
を
沮
止
し
た
る
に
も
よ
る

ぺ
け
れ
共
、
其
重
大
原
因
は
吉
永
榮
十
郡
民
が
余

に
語
ら
れ
し
如

一
、
地

割
の
事
務
の
繁
雑
に
し
て
勢
費
を
多
く
要

せ
し
が
故
な
ら

ん
、
又
柳
田
村
の
如
き
は
十
企
,目
位
に

一
回
づ

、
土
地

の
割
替
及
分
配
を
行
ひ
、
.其
間
三
年
目
に

一
回
宛
抽
籤
に
よ
り
て
土
地

の
分
配
の
み
を
仕
直
し
,
前
者
を

本
割
後
者
小
割
蓬
稠

へ
π
り
、
又
土
地
割
替
の
年
限
は
田
ビ
畑

ご
同

一
な
る
も
、
其
施
行
の
年
を
異
に
し
た
る
部

落
あ
b
し
ご
云
ふ
、
之
田
`
畑
ε
の
地
割
を
同

…
年
に
行
ふ
時
は
地
割
の
慶
用

一
時

に
嵩
む
を
以
て
、
両
者
を
各

別

に
行
ひ
て
費
用
負
捲
の
軽
減
を
計
b
し
な
り
。

吹
し
地
割
施
行

の
時
季
は
田
割
は
秋
期
稻
刈
取
後

に
し
て
、
畑
割
は
秋
期
大
豆
牧
稜
稜
な
b
き
。

.

第

五

割

替
一
の
.
土

地

割
替

の
土
地
は
古
畑
を
以
て
本

`
し
、
値
入
が
開
墾
し
た
る
土
地
は
元
來
は
永
久
に
開
墾
者
の
利
用
に
供
せ
ら

れ
た
b
し
も
、
其
後
人
口
の
増
加
に
件

ひ
、
耕
地
の
減
少
を
來
せ
し
を
以
て
、

一
定
年
限
開
墾
者
の
利
用
に
供

せ

ら
れ
、
然
る
上
に
て
割
に
組
入
れ
ら
る

、
に
至
り
し
は
、
田
畑
制
御
定
法
書
の

一
節

(年
號
不
許
)
に

「
年
々
人
家
相

増
候
に
付
、
作
場
差
詰
候
故
、
切
畑
定
物
我
懸
來
候
得
者
不
及
申
、
物
成
不
相
納
、
柳
田
に
而
茂
、
三
ケ
年
以
前
開
候

者
、
本
畑
に
割
込
可
申
事
」
、
及
同
僚
の
符
箋

に

「
屋
敷
内
打
開
候
分
は
、
先
是
迄
之
通
割
の
外
に
致
管
、
此
以
後

追
々
割
に
可
相
成
事
」
、
ご
あ
る
に
よ

っ
て
明
か
な
り
。
.然
る

に
現
存
せ
る
古
老
の
吉
を
聞
く
ζ
、
或

る
地
方
に
於

2)下 條実動 民設1)松 本浩通 氏談



へ

て
は
、
開
墾
地

は
全
部
開
墾
者

の
永

代
利
用
を
許

し
或

る
地
方

に
於
て
は
、
十
年
目

に
施
行

せ
ら

る

、
地

割
毎

に

開

墾
地

の
三

分

の

一
宛
を
地

割

に
組
入

れ
、
三

回
を

以

て
全
部
割

に
結

入
れ
ら

れ
た
り
、
又
屋
敷

内
開

墾
地
及
干

拓

地
は

全
然
地
割

に
組

入
れ
ら
れ
ざ
り

し
ご
云

ふ
。

右

の
如

↑
個
人

の
永
久

利
用

を
認

む
る
に
至
り

し
は

、
開
墾

の
進
捗

ε
共

に
艀
薄

な

る
土
壌

の
み

ε
な
b
其
開
墾

に
要
す

る
勢
資
極

め
て
大

に
し
て
若

し
之
を

一
定
年

限
後
地

割

に
組

入
る

・
時
は
何
人

も
開
墾

に
着
手

せ
ざ

る
を

以

て
な
ら

ん

.

若

し
撚

り
ε
す

れ
ば
之

目
Φ鼠
蕊
宏

氏

が

.、
9

同σq
ぎ

歌

津
。
℃
。
「導
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に
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2
き

邑
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5
魯
喜
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。q

切
o

<
Ω
,風

嗜
.
g

叶
■

一
二

㎝

6
δ
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σ
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Φ
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一
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。
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ヨ

=
コ
三

2

碧

Φ
鷺

胃

8

。・

n
。
<
o
「
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乙

子

。。
δ
目

切

「
。
基

一
目

詰

切梓
p

目
冨

①
撃

「
口

器

6
①
酬
い
筆
曙

へ
。
「

雪

囲
乙

三

匙
二
巴

3

旨

勢

①

仲
ゴ
6
三
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♂

茗

鼻

才

巴

3

m
「
。

碧

鶉

「
・
ξ
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。

碧

①
馨

聾

自

陣ド『
①

門
①
8

ヨ

需

窃

a

雪

ζ

撒

[・。
「
m
。

ヨ

昌

罵

}
.2

員

子

四
=

冨

「
霧

雪

隅

亀
o
岱

呂

【
琶

匙
雪

旺
パ
①

昏

o
ヰ

門
≡

陛
σq
9

ぎ

δ

三

晶

子

管

筥

二
お

ゴ
〇
二

「
2

韓

ユ
ゴ

ニ
o
=

ゴ
ω

∩
雪

げ
¢

匙
3

「
凹
く
巳

o
〔

筈

5

阿
ゴ
ユ
.

ご
云

へ
る
事
實

ε
合
致
す
。

山
林
原
野
は
初
め
は
田
畑

ご
共

に
割
替

へ
ら
れ
た
れ
ざ
も
、
後

に
至
り
て
は
割
替
ら
れ
ざ
り
し
が
如
し
、
例

へ

ば
享
保
年
間
の

「
阻
畑
制
御
定
法
書
」

に
は
何
等
山
割
の
記
事
な
く
悔
文
賢
暦
明
和
年
間

に
成
れ

る

「
萱
岐
国
郡

ゴ

グ

リ
ャ
ウ
ナ

庄
郷

邑
浦
豪
歴
」

に
「
今

は
山
割

は
な

し
」
鶏
あ
b
、

幕
末

よ
り
明
治
當
初

項
に

於

て
は
、
山

林
原
野
は
御
公

領
地

説

苑

壷
岐
國
に
於
け
る
地
割
制
度
=
)
.

十
第
七
巻

(第
二
號

=

五
)
.
二
六
七

2)吉 永榮十郎民設1)日 高貞次郎 民設

引



1

説

苑

萱
岐
國
に
於
げ
る
地
割
制
度
(
こ

第
+
七
巻

(第
二
號

=

さ

二
六
入

ご
構
し
.
官
有
地
に
し
て
全
く
割
に
加
は
ら
ざ
り
し
ξ
云
ふ
。
叉
前
記
御
定
法
書

の
符
箋

の
記
事
の
如
く
嘗

て
は

屋
敷
内

の
開
墾
地
も
地
割
に
組
入
れ
ら

れ
た
こ
ε
め
れ
共
、
幕
末
よ
b
明
治
當
初
に
於
て
は
・。
か
、
る
こ
ご
な
く
.

宅
地
は
全
ぐ
永
久
に
個
人
利
用
を
許
さ
れ
し
の
み
な
ら
ず
、
共
用
園
に
存
す
る
樹
林
も
、
永
世
利
用
琶
許

さ
れ
た

り
、
又
弦

に
珍
奇
な
る
は
各
民
家
に
は
屋
敷

の
前
面
に
前
畑

ε
稽
す
る
畑
地
附
臆
し
、
.此
は
地
割
に
組
入
れ
す
、

永
久
民
家
の
利
用
を
許
さ
れ
た
り
、
撚
れ
共
此
前
畑
の
面
積

の
大
小
及
地
味
の
良
否
如

何
に
よ
り
て
、
地
割
の
特

に
與

へ
ら

る

、
他
の
箇
所

の
畑
地

の
面
積
大
小
及
地
味
の
優
劣
を
決
定
し
、
以
て
各
農
家
の
受
く
る
畑
よ
り
の
収

め

穫

に

關

し

不

公

卒

な

き

を

期

し

た

り

。

斯

く

の

如

く

屋

敷

内

の

開

墾

地

が

地

割

以

外

に

置

か

れ

た

る

は

、

藪

に

説

明

す

る

迄

も

な

く

、

其

が

各

人

の

生

計

ε

最

も

密

接

な

る

關

係

を

有

し

た

る

に

よ

る

べ

く

、

叉

前

畑

な

る

も

の

は

新

潟

縣

古

志

郡

石

津

村

に

於

け

る

外

屋

敷

に

類

似

す

る

も

の

に

し

て

、
右

辺

の

如

く

永

世

利

用

を

許

さ

れ

た

胤

は

、

畑

地

に

は

集

約

な

る

耕

作

を

施

し

、

然

も

日

常

生

活

上

屡

々

必

要

な

る
蔬

菜

類

を

栽

培

せ

ざ

る

べ

か

ら

す

、

而

も

登

岐

國

は

殆

ん

ご

小

丘

陵

よ

b

成

る

を

以

て

、

若

し

畑

を

全

部

割

替

ゆ

る

時

は

、

農

業

脛

螢

上

及

日

常

生

活

土

極

め

て

不

便

な

b

し

か

ば

、
一
部

の

畑

地

を

割

替

へ
す

、
以

て

其

不

便

を

除

き

た

る

も

の

な

る

べ

し

。

[
①
三

口
・・
匹

氏

が

O
ロ

ヨ
。
言

口
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↓
ゴ
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象
田
∩
巳
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o
『
茸
彗
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。
二

鵠
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讐
Φ
"δ
「
子
窪

冒

陣幕

豆
巴
=
8
【ヨ
写
畷
・

同
ず
Φ
島
。。一目

∩
①
旦

芝
ぼ
∩
げ

巳
帥
コ
⊆ニ
ロ
四
噂

3
「
ぎ
臼
冨
肩
o
.
8
呂
田

8

げ
o
①
∩
o
⇒
。
日
一n
三

障り・
ヨ

8
コ
いΦ
ρ
目
窪
8

∩o
三
号
鍔
、一
Φ
ギ

巴
岩

茸

聾

島
淳

尻

嵩
∩
①
い詔
曙

3

げ
撃

Φ
[ゴ
①
3
一島

ぎ

窪
o
コ
o凶α⊇
7
げ
o
∈
,げ
8
匹

o
「
チ
o
故
=
5
.

ご

云

へ
る

ぽ

、

此

邊

の

消

息

を

語

れ

る

も

の

に

あ

ら

ざ

る

か

。

第

⊥ハ

土
地

の
分

配
に
砲
ハ
る
者

1)松 永安太郎 日高貞女郊 下條実動 吉永榮十郎民設
2)帝 国農會報第七巻第八號第五八頁新潟縣に於ける現行土地割地制度



壱
岐

の
國
に
於
て
ば
割
替
地
の
分
配
を
受
く
る
者
は
、
算
ら
在

へ農
村
)
に
住
居
す

る
戸

に
限
ら
れ
"
浦

漁
村
)

に
在
住
す
る
も
の
ぽ
割
替
地
の
分
配
に
與
ら
す

、
蓋
し
登
岐
國
に
於
て
は
在
ご
浦
ざ
の
歴
別
立
も
、
在

に
居
住
す

る
も
の
は
土
地
耕
作
禮
を
有
す
る
も
職
業

ご
し
て
漁
業
を
鞍
む
こ
ご
を
得
す
、
.反
之
浦
に
在
住
す

る
者
は
土
地
耕

作
権
を
有
せ
ざ
る
も
、
漁

業
椹
を
有
し
、
職
業

の
分
野
確
立
し
居
た
れ
ば
な
b
。
又
た
ご
ひ
在
に
居
住
す

る
者

ご

錐
も
、
故
無
く
來
佳
し
た
る
も
の
は
、
土
地

の
分
配
を
受
く
る
こ
ε
を
得
す
、
例

へ
ば
大
阪
及
京
都
等

よ
り
流
罪

人
あ
b
て
、
在
に
て
商
業
を
警
み
し
も
、
彼
等
は
土
地
の
分
配
を
受
け
す
、
他
人
の
土
地

を
賃
借
し
又
は
御
公
領

地

に
居
住
せ
り
、
叉

.
戸
前
の
土
地

の
分
配
を
受
く
る
に
は
必
ず
家
屋
を
構

ふ
る
こ
ご
を
要
す
、
例

へ
ば
た
ε
ひ

實
質
上

分
家
し
た
る
者
ε
雌
も
、
家
屋
を
新
設
せ
ざ
れ
ば
、
土
地

の
分
配
に
興

る
事
を
得
ざ
b
し
か
ば
、
村
民
は

分
家
す

れ
ば
直
ち
に
小
屋
掛
を
な
し
て

一
戸
を
新
設
し
陀
る
事
を
表
示
す
る
に
努
め
た
り
ε
云
罰
。

第

・七

土
地
分

配

の
標
…準

壼
岐

に
於
け
る
土
地
分
配
の
単
位
は
萱
割
駕
し
て
、
各
戸
の
分
配
額
は
後
表
の
如
く
軍
に
外
形
上
の
戸
を
主
な
.

る
標
準

こ
な
し
、
更

に
深
く
各
戸
の
内
容
に
立
ち
入
り
て
、
戸
主

の
職
業
、
家
族
の
敷
」
年
齢
及
性
を
参
酌
し
た

サ
ス
だ
シ
ヲ

る
も
の
な
り
。
即
ち
庄

屋
筆
取
初

頭
諸
家
來

百
姓
等

職
業

の
種
類

に
よ

り
て
分
配
の
額
を
異

に
し
た
る

の
み
な
ら

す

、
同

じ
百
姓

に
て
も
馬
本
役

宇
役
無

役
の
百
姓

に

よ
り

て
分
配
額

を
異

に
す

る
が
如

く
、
同
じ
職
業

に
て
も

、

公
義

に
封
ず

る
勢
務

の
多
少

に
よ
b

て
分
配
額
を
異

に
し
だ
り
、
此

の
百
姓

の
公
義

に
謝
す

る
勢
務

の
爲

め
に
受

く

る
土
地

を
役
目
地

ε
補

し
た
り
。

叉

一
戸
内

の
口

敷
が

一
定
数

以
上

に
達

す

る
時

は
、
土
地
給
與
額

を
増

加

し

誠

苑

萱
岐
國
に
於
げ
ろ
地
割
制
度
(
こ

第
十
七
巻

・(第
二
號

一
一
七
)

二
六
九

1)吉 永榮十郎民設

■



、

説

苑

壷
岐
國

に
於
σ

ろ
地
割
制
度

(
=

第
雫
七
巻

へ第
二
號

一
一
入
)

二
七
〇

ク
ナ

マ
シ

把
り
、
之
を
日
増
ご
穂

へ
た
り
、
阻
燗
割
御
定
法
書

に

「
御
給
人
肚
人
勝
間
人
百
姓
共

に
月
増
四
人
以
上
武
歩
、

〔藪

に
云
ふ
歩
は
萱
割
の
何
十
%
の
意
、
以
下
同
断
)
六
入
以
上
参
歩
」
「
脇
間
作
人
兼

々
作
致
様
家
内
の
多
少
吟
味

の
上
其
者
に
憲
じ
相
渡
可
申
事
」
ε
め
る
が
如
き
は
即
ち
是
れ
な
b
、
.日
増
は
蕾
に
割
替
に
際
し
て
行
は
れ
た
る

の
み
な
ら
す
、
割
替
期
限
内
ご
錐
も
、
口
藪
の
増
加
に
從
ひ
て
、
臨
機

に
之
を
給
興
し
た
り
ε
云
ふ
、
而
し
て
日

増
の
標
準
は
明
治
維
新
頃

に
於
て
は
、
各
村
落
に
よ
り
て
異
な
り
把
る
が
如
く
、
初
山
村
に
て
は
、
初

め
子
供

…

人

に
謝
し
て
試
歩
位
宛
輿

へ
、
拾
人
以
⊥
に
達
す
れ
ば
壼
割
を
給
興
し
た
り
、
文
箱
崎
村
に
て
は
、
子
供
参
人
以
.

上
に
達
す
れ
ば
参
歩
を
與

へ
し
ε
云
ぷ
。
又
年
齢
の
増
加
に
從

っ
て
土
地
の
分
配
額
を
増
加
し
た
う
、
例

へ
ば
後

表
一
B
)
に
於
て
、
百
姓
の
惚
領
拾
六
歳
よ
b
武
拾
六
歳
迄
は
参
歩
を
給
興
せ
し
に
、
武
拾
七
歳
以
上
に
達
す
れ
ば

武
歩
を
増
加
し
て
五
歩
ε
な
す
が
如
き
共

】
例
な
り
。
又
土
地
分
配
額
は
性

に
よ
り
て
異
れ
b
、
例

へ
ば
後
表

に

於
て
、
男
や
も
め
は
参
歩

の
分
配
を
受
く
る
に
拘
ら
す
、
女
や
も
め
は
威
歩

の
分
配
を
受
く
る
に
過
ぎ
ざ
る
が
如

き
、
或
は
同
じ
く
袷
四
歳

の
子
供

に
て
も
、
男
は
七
歩
を
、
女
は
参
歩
を
受
く
る
が
如
し
。
以
上
の
外
土
地
割
替

に
際
し
て
人
夫
を
出
せ
し
も
の
に
は
其
代
償

ε
し
て

一
定
額
の
土
地
を
與

へ
湿
り
、
例

へ
ば
五
人
夫
を
出
し
た
る

も
の
に
は
参
歩

の
増
給
を
な
し
た
る
が
如
し
、
尤
も
比
周

に
あ
て
し
土
地
は
畑
地
の
み
に
て
此
畑
を
割
畑

ご
帯
し

た

り
。

以
上
の
如
く
、
本

制

度

に
於
て
は
、
分
配
の
割
合
ば
主
こ
し
て
戸
を
基
礎
ε
し
た
る
に
反
し
、
大
化
改
新

の

口
分
田
に
於
て
ぽ
、
戸
内

の
各
人
の
性

ご
年
齢

ε
を
基
礎
ε
し
た
る
も
の
に
し
て
、
比
熱
に
於
て
而
制
度
は
甚
だ

し
薫

れ
皇

讐

、
其
土
地
分
配
額
を
各
戸
生
活
の
必
警

適
悉
せ
し
め
ん
こ
ε
を
目
善

し
、

且
つ
土
地

1)永 元嘉十 郎氏

2)古 川純太郎氏



、

受

給
の
権

利
者

ば
人

に
あ
ら
す

し

て
戸

・こ
な
し
た

る
黙

に
於

て
両
者

は
甚

だ
類
似

せ
り
。

-

次
に
此

の
分
配
の
標
準

は
、
本
州
内
地

に
於
け

る
地
割

制
度

の
其

ε
根
本

に
於
て
異
れ
り
、
即

ち
前
者

に
於

て

は

、
各

戸
生
活

の
膳
要

を
分
配

の
標
準

ご
し
た

る
に
反

し
て
、
後
者

に
於

て
は

、
各

自

の
所
有
す

る
「
高
」
の
額

を

標
準

こ
し
た
り
、

さ
れ
ば
彼

に
於
て
は
、
新

に
増
す

所

の
戸
も

、
當
然
土
地

の
分
配

に
預

る
権

利
を
有

し
た

る
に

反

し
て
、
此

に
於
て
は
、

た
ご
ひ

【
村

内

の
住
民
た

b

ε
難
も
、
コ
局
L
の
所
有

者

に
あ
む

ざ
れ
ば
其
権

利

な
し
。

即
ち
所
有
關

係
よ
り
論
ず

れ
ば

、
前
者

は
総
有

に
し

て
、
後
盾
は
各
自

持
分

の
量

に
差

等

を
有
す

る
共
有

制

ε
見

る

べ
き
も

の
に
し
て
、
之

れ
萱
岐
地

割
制
度

の

「
大

特
徴

な
り
。

諸 官'書 カナ筆 圧

(A
)

享
保
八
年

の
規
定

職

人 姓 頭ゴ取 屋
ラ

一
、
給
人
及
守
肚
家
來

一
、
老

爺

て

姥

」
、
男
寡
こ

家
心
構

ふ
み
者
)

]
、
女

線

説

苑

颪
捨
石
(以
前
は
参
拾
名
)

萱
割
牛

(以
前

は
球
割
V

壷
割
牛

本

役
の
者
膏
馴
田牛
o
牛
役
の
者
萱
割
。
無
役
の
者

七
歩

畑
五
歩

黙 参 鼠 参 萱

歩 歩 歩 歩 割

堂
岐
國

に
於
け
ろ
地
割
制
度

(
こ

第
十
七
巻

(第

二
號

一
一
九
)

二
七

}

「

・



「

O

説

苑

登
岐
圃

に
於
け

ろ
地
割
制
度

(
一
)

第

+
七
巻

(第

二
號

=

一Q
)

二
七
二

て

+
四
威
以
下
の
男
子

(親

兄
弟
無
き
者
)
七

歩

一
・
十
四
歳
以
下
の
娘

蓼

歩

て

十
五
威
以
上

の
男
子
(養
育
ぜ
ら

ろ
べ
き
親
兄
弟
無
く

一
家
な
構

ふ
る
者
)
宣
割
参
歩

一
、
庄
屋
筆
取
初
頭
の
子
供
別
家
ぜ
ぼ

萱

割

(
B

)

享

保

以

後

の

規

定
.

(
年
代
不
詳
な
る
も
御
定
法
篇

の
編
輯

の
順
序
よ
り
葱
像
)

穴

百
姓
隠
居
葎
な
し
子

な
書

す

六
+
威

以
上
に
な
り
役
目
為
勤

め
ぎ
ろ
者

毛
歩

一
、
百
姓
隠
店
な
な
し
親
夫
婦
揃

ひ
贋
ろ
者

五
歩

一
、
百
姓
の
家
督
相
綾
人
(男
女
共
)
拾
六
歳
よ
の
黙
拾
六
歳
迄

(但
し
親
、・」
同
居
す
ろ
者
)
参
歩

煎
拾
七
威
以
上

五
歩
。
但
し
二
男
三
男
に
分
配
に
興
ら
す

一
、
脇

間

壼

割

=

脇
間
の
家
督
相
葵

男
女
巷
素

墜

註

拾
七
蓬

〔但
し
聾

同
居
す
暑

)葦

颪
拾
八
歳
以
上

塗
歩
。
但
し

二
男
三
男

に
ば
給
興

ゼ
ず

一
、
給
人
蔵
人
勝
闘
人
及
百
姓
共

に
子
供
四
人
以
上

め
れ
ば

黙

歩
。
六
人
以
上
あ
れ
ば

参
歩
な
屠
加
す

[
、
朔
頭
役
御
免
の
者

毫

劃

一
、
同
じ
く
拐
頭
役
御
免
の
者
に
て
家
督
相
緩
し
本

役
目
な
勤
む

ろ
者

翌
割
参
歩

=

証

家
來

五
歩
・
但

し
表
御
奉
公
(士
族

塞

公
す

・
の
意
)
中
は
壷
割

「
・
諸

職

人

五

歩

=

座

頭

五

歩

一
、
男

舞

滲

渉

ρ

「



、

、

=

女
.

練

武
.

歩

一
、
脇
間

人
に
し
て
寺

家
來

な
勤
め
相
縦
人
無
妻
死
者
の
供
養

な
畏
持

つ
者

煎
-
参
歩
辮
給

ロ

一
、
百
姓

の
子
供

に
し
て
相
続
人
な
き
明
屋
敷

へ
將
來
行
く
約
束
の
下
に
て
他

の
百
姓

、こ
同
等
の
夫
役
か
勤
む

ゐ
者

一
、
諸
士
給
人
其
他

す
べ
て
藩

に
奉
仕

了
う
も
の

・
子
供

に
し
て
未

だ
部
屋
住
の
煮

五

歩

'

一
、
貴
方

に
同
居
し
然
も
他
家

の
名
義
か
以
て
藩

に
奉
仕

す
ろ
者

亘
割

〔
C

)

維

新

削

後

の

遇

の

【
、
百

姓

壷
割
参
歩
。

(但
し
参
歩
.は
役
目
上
)

一
、
男

寡

参

歩

一
・
女

線
.

二

歩

　
・
百
姓

の
子
供
十
六
威
以
上

に
し
て
分
家
し
た
る
時

一
割

(動
山
村
)

イ
ナ
ノ
シ

百
姓

の
長
男
十
六
威
以
上

二
歩
.。
三
十
威
以
上
に
な
れ
ば

「 、 、 、 、一=、 、 、

脇 念 給 寺 諸 士刀 筆・ 庄 百

家 職佛

間 坊 人 來 八 頭 取

●

苑

萱
肢
國

に
於
け

る
地
割
制
度

二

)

壷
割
蓼
歩

参
歩
(鯨
伏
村
本
宮
)

五

割

〔刷
上
)

,

参

一
割

一
割
(鯨
伏
村
本
宮

)。
外

に
村
民
よ
り
二
歩
藩
よ
り
高
四
斗
増
給

,

八
歩
(香
椎
村

可
須
)
。
七
歩
(箱
崎
村
)
。
五
歩

〔柳
田
村
)。
五
歩
〔鯨
伏
村
本
官
)

七

歩

八
歩
「箱
崎
村
)

三
歩

(柳
田
村
)
。
二
歩

〔鯨
伏
村
本
宮
)

一

割

第
十
七
巻

(第

二
號

=

{
こ

二
七
三

F



鴫、

訊

苑

壼
岐
國
に
於
け

ム
地
割
制
度

(
こ

第
†
七
巻

(第
二
號

=

一
二
)

二
七
四

て

座

頭

五

歩

(上
表

の
.中
括
弧
存
附
し
村
字
名
な
附
ぜ
る
に
某
地
に
於
て
の
み
聞

き
し
も
の
、
附

ぜ
ざ
う
に
各

村
同

一
な
う
も
の

に
し
て
・
勧
山
村

さ
ぜ
ろ

に
永
元
嘉
十
郎
氏
よ
り
、
香
椎
村
ξ
ぜ
る
に
吉
永
榮
†
耶
氏

エ
リ
、
鯨
伏
村

ミ
ぜ
る
は
下
條
美
助
長
よ
り
、
箱
崎
村

ご
ぜ
う
に
古
川
純
太
郎
氏

よ
り
・
柳
田
村
ぐ」
ぜ
し
は
松
本
常
石
麿
及
松
本
浩
蓮
両

氏
よ
り
聞
知
ぜ
う
し
の
な
り
)

斯

く

て

】
村

内

に

於

て

、

前

記

の
如

き

標

準

に

よ

り

て

、

各

戸

に

就

き

夫

々

配

當

せ

ら

る
.
べ
き

割

合

定

ま

る

時

は

、

之

を

縛

計

し

て

、

全

膿

に

て

何

百

何

十

割

何

分

ご

云

ふ

こ

ε

を

算

定

し

、

然

る

後

、

村

内

上

中

下

の

田

畑

を

ロ

　

割
の
紹
個
藪

に
て
除

し
、

】
割
の
田
畑
各
何
程
宛
ご
云
ふ
こ
ε
を
算
出
す

、
從

っ
て

]
割
の
面
積
は
、
村
に
よ
り

て
異
る
の
み
な
ら
す
、
同

一
村
に
て
も
、
割
替
の
年

に
よ
b
て
異
る
は
當
然
な
り
、
例

く、
ば
松
浦
伯
爵
家
所
藏

に

か

、
る
弘
化

二
年
官
紀
二
五
〇
五
年
)
三
月
製

の
壷
岐
國
惚
折
圖
添
本

に
識
す

胤
所
に
よ
れ
ば

村

名

武
生
水
村

渡

艮

村

牛

城

村

長

峰

村

黒

崎

村

物

部

村

・声

原

村

.

池
.
田

村

石
.田

村

筒

城

村

初
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、

右
表

障
示
ぜ
ろ
如
く
・
畳
岐
國

に
於
て
に
、
土
地
の
展
狭
に
、
朝
鮮

に
於

て
土
地

の
面
積
の
輩
位
な
斗
落
々
以
て
示
ぜ
う
が
如
く
、
通
例
何
升

蒔

か
以
て
示
さ
れ
、

[
升
蒔
ば
約

二
畝
歩

に
相
當
ぜ
リ

ミ
云
ふ
。

第

八

地

割

役

員

F

地

割

に
際

し

て
新

に
設

け
ら

る

・
役

員
は

、
割
奉

行
、
割

頭
及

割
子

に
し
て
、
他

に
特
殊

の
役
員

な
く

、
民
政

.
の
衝

に
め
た
れ

る
者

が
割

の
事
務

を
兼
行

ひ
た
り
。

少

し
く
冗
長

に
亘

る
の
嫌

あ
れ
♂
」
、
了
解

に
便

せ

ん
矯

め
、

無
務

の
者

に

つ
き
て
も
述

べ
ん
。

(
イ
)
郡
代

領
主

よ
b
派
遣

せ
ら

れ
把

る
官
吏

に

し
て
、
壼

岐
國
全
艦

の
行

政
を
統
轄

し
、
地

割
施
行

に
謝

し

て
も
、
且

つ
許
可
権

を
有

し
た
り
、
叉
維
新
前

二
三

十
年

頃

よ
り
割
奉

行
な

る
も
の
新

設
せ
ら
れ

し
が
、
郡
代
は

領

主

の
命

を
奉

じ

て
、
代
官

叉
は
庄
屋
を
割
奉
行

に
任
命

し
た
り
。

〔
こ

割
奉
行

豆
岐
國

に

一
人

に
て
、
代
官

又
は

庄
屋

等
が
就

任
す

る
こ
ε
多
く

、
塒

に
は
直

接
藩

よ

り
派
遣

せ
ら

る

、
こ
ご
あ
り
、
.領

主

の
命

を
奉

じ

て
、
専

ら

割

の

}
般
事
務
を

総
管
し
た

り
。

(
ご

代
官

壼
岐

國

に
四

人
あ
り
、

一
人

に
(
⊥
八
衢
村

の
民
治

に
興

り
、
割

の
監
督

を
な
す
。

(
一こ

庄
屋

一
村

に

一
人

宛

に
て
、
壼
岐

國
全
艦

に
二
十

四
人

あ
り
、
村
治
機

關
の
長

に
し
図

、

　
は
下
情

を

上
達

し
、
他

は
上
旨

を

一
般

人
民

に
傳

達
す
、

割
に

當
り

て
は
、
地

割

の
實
務

に
當

る
役
員
を
指

揮
監

督
す

る
ε

.

共

に
、
彼
等

の
問

に
起

れ
る
解
決

肘
難

な
る
事
件

の
裁
定

に
任
す

。

〔
ホ

)割
頭

庄
屋

の
下

に
あ

り

て
、
專
ら
割

の
責

務

に
當

る
も

の
に
し
て
、

】
地

割
匠
域

に

一
人

あ
り

て
、
同

説

苑

亘
岐
掘
に
於
け
る
地
割
制
度
(
こ

第
十
七
巻

(第
二
號

一
二
三
)

二
七
五



、

「

読

苑

堂
岐
國
に
於
け
ろ
地
割
制
度
(
こ

第
十
七
巻

(第
二
號

=
…四
)

二
七
六

匠
域
内

の
割

の
長

ご
.し

て
主

査
す

、
地

割
毎

に
割
子

の
協
議

に
よ

り
て
選
畢
す

る
も

の
な
り
、
小
村
蕗

に
て
は
、

功

頭
が
其

任

に
當

る

こ
ぜ
多

か
り

き
。

(
へ
)功

碩

老
ぽ
現
今

の
麗
長

の
如

き
も

の

に
て

、
部
落

長

ご
し
て
部
落

の
事
務
を
見

る

ε
共

に
、
割

に
當

り

て
は
、
.庄

屋

の
補
佐

・し
な
り
、
部
落

長

こ
し

て
、
叉

割

頭

ご
し
て
、
割

替
事
務

を
生
理

し
、
叉

割
子
間

の
解
決

困

難

な

る
事
件

を
裁

定
す
。

(
卜
)
割
子

之
は

割

の
責

務
即

土
地

の
等
級

及
面
積

の
評
定
土

地
分
割

及
組

み
合

せ
等

に
當

る
も

の
に
し
て
、

彼
等

に
て
解
決

し
得

ざ

る
塒
は
割
頭

に
、
割
頭

に
て
解
決
し
得

ざ

る
時
は
庄

屋

に
世
ハ解
決
を
乞

へ
り
。

割
子

ぜ
な

る

に
は
、
何
等

の
資

格
を
も
要

せ
す
、
吉

永
樂

十
郎

氏

の
談

に
よ

れ
ば

、
庄
屋

及
劫

頭

の
持
分

に

よ
b

て
、
村
民

中

よ
り
七
八
名
就
任

し
た
り

ε
云
ふ
。

其
他

五
人
組
頭

、
筆
取
叉
は
添

筆
取

(
現
今

の
書

記
叉
は
書

記
補

ご
も
云
ふ

べ
き
も

の
に
て
、

一
.一役

こ
も
庄
屋

の
下

に
あ
り

)
城
割

の
雑

務
を
補
助

し

】
般
人
民
憾

別

に
要

す

る
人
夫

を
出
し

元
り
。

馬


